
 

 最終処分場の整備について

  

 

≪ はじめに ≫ 

 

   最終処分場は、安定した廃棄物処理を確保するために必要な施設であり、私たちの生活や

経済活動に欠くことのできない重要な施設となっています。 

現在の最終処分場は、平成 32 年度には埋立処分が完了する見込みですが、次の最終処分

場を確保することは、たいへん大きな課題となっていました。 

この度、最終処分場を増設することができることとなりましたのは、磐梯町はじめ地元布

藤地区の皆様方のご理解によるものと感謝いたします。 

    

 

≪ 最終処分場の整備について ≫ 

 

   次の最終処分場については、磐梯町に設置している沼平最終処分場の隣接地に増設（仮

称：沼平第３最終処分場）することとし、今後、最終処分場の整備に向けて事務を進めてい

きます。 

  

   建設場所  耶麻郡磐梯町大字更科字高森平地内（沼平第１最終処分場隣接地） 

   面  積  約５ヘクタール 

 

≪ 今後の事務事業について ≫ 

 

   最終処分場の整備に向けて、用地測量・地質調査、不動産鑑定、生活環境影響調査等の事

務を進めていくこととします。 

 

≪主なスケジュール≫ 

年  度 事 務 事 業 

平成 27年度 用地測量・地質調査、不動産鑑定、生活環境影響調査 

平成 28年度 用地取得、基本計画、基本設計 

平成 29年度 実施設計 

平成 30～32年度 建設工事 

平成 33年度 新規最終処分場供用開始 

 


